
 

 

 

 

 

過重労働等に関する電話相談を11月4日（日）に実施します 
 

～ 労働局職員が無料で相談に対応 ～ 
 

福島労働局（局長 森戸和美）では，全国一斉に実施する 11月の「過

重労働解消キャンペーン」期間の取組の一環として，平日に勤務している労

働者の方などから直接，長時間労働，賃金不払残業，若者の「使い捨て」

が疑われる企業などのご相談を受け付けるための無料の電話相談を以下の

とおり行います。 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
なお，日頃から，長時間労働や解雇，賃金不払等でお困りのことについて，

以下の窓口にてご相談を受け付けています。 
 

 

厚生労働省福島労働局 発表 

 

平成 30年 10月 25日 

担 
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福島労働局労働基準部監督課 

 監 督 課 長  安田 幸次 

 主 任 監 察 監 督 官  伊藤 達夫   

 電話   024（ 536） 4602 

 日  時：平成 30年 11月 4日（日） 9：00〜17：00 
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      ・全国どこからでも，携帯電話や PHSからも無料です。 

  「過重労働解消相談ダイヤル」について

1. お近くの労働基準監督署（平日8：30〜17：15） 
 ・福島労働基準監督署 TEL 024-536-4611 ・郡山労働基準監督署 TEL 024-922-1370 
 ・いわき労働基準監督署TEL 0246-23-2255 ・会津労働基準監督署 TEL 0242-26-6494 
 ・須賀川労働基準監督署TEL 0248-75-3519 ・白河労働基準監督署 TEL 0248-24-1391 
 ・喜多方労働基準監督署TEL 0241-22-4211 ・相馬労働基準監督署 TEL 0244-36-4175 
 ・富岡労働基準監督署 TEL 0240-22-3003 
2. 「労働条件相談ほっとライン」（⽉〜⾦ 17：00〜22：00，土・日 9：00〜21：00） 
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3. 「労働基準関係情報メール窓口」【情報提供】 
労働基準 メール窓口 検索 

 










